
●大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ  

届出内容の周知のため説明会を開催 

※意見がなければその時点で手続きは終了 

公告 
 

縦覧 
 

生活環境の保持の見地から 
・地元住民、地元事業者などの周辺住

民は意見書を提出 

 

大規模小売店舗立地法の新増設の届出 

 

千葉市の意見 

 

出店者による自主的対応策の提示 

 

公告 
 

縦覧 
 

縦覧 
 

公告 
 

※自主的対応策が生活保持のため十分な内容

であればその時点で手続きは終了 

縦覧 
 

千葉市の意見を適正に反映しておら

ず、周辺の地域の生活環境に著しい悪

影響がある場合 

 

正当な理由なく勧告に従わなかったときはその旨を公表 

公告 
 

２ヶ月 

４ヶ月 

８ヶ月 

２ヶ月 

公告

 

千葉市による勧告 

 


